
 

 
 

 
 

（１.12）自己点検の考え方・経営の見直しの考え方 

 

美味しまねゴールド生産工程管理基準 1.12.1 より抜粋 

①美味しまね認証にかかる要綱・要領・基準等を十分に理解した者による自己点検を

年 1 回以上実施したことが記録でわかる。 

②自己点検の結果、不適合だった項目を改善している。またそのことが記録でわかる。 

美味しまねゴールド生産工程管理基準 1.12.2 より抜粋 

①経営者は、年 1 回以上、自己点検の結果を把握し、農場管理の仕組みの有効性を見

直し、必要に応じて該当する責任者へ改善を指示している。 

②上記の見直しの結果及び該当する責任者への改善指示を記録している。 

 

自己点検は、美味しまね認証（GAP）の中で最も重要な取組みです︕ 
自己点検とは、生産工程管理基準をもとに農場のルー

ルが決定され、ルールに基づく作業が実施されている

か、農場自らが実施状況を点検し改善することです。 

GAP の実践は、右図のような PDCA サイクルを回

しながら、常に農場の経営改善をすることです。つまり、

自己点検は GAP の取組そのものとなります。 

美味しまね認証では年に１回以上の自己点検が必要

であり、審査や監査前に実施することが望ましいです。 

 

経営者は自身の農場経営について考え、その仕組みを見直しましょう︕ 
経営者は、定期的に自身の農場経営について考える機会を設け、必要に応じて経営を見直す

ことが重要です。この見直しは、自己点検をきっかけに自己点検の結果を参考にしながら行う

と良いでしょう。 

また、自己点検の結果だけでなく日常の営農活動等で発生する農場の問題点・変化も俯瞰的

に把握し、常に農場管理の仕組みを見直すことも重要です。経営者による見直しの例として、組

織体制の変更、品目（品種）の追加や機械設備の導入等があげられます。 
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次ページに自己点検や見直し記録の例を示していますので、参考にしてください 

▶何度も点検・見直しを繰り返すことで、より良い農場の経営を目指しましょう！  



自己点検～見直し記録の記載例 

 

自己点検記録　■生産工程管理基準（上位基準）【区分：農産物（青果物）】

2.5　肥料の
適正保管

2.5.1 肥料は台帳により管理されて
いるか。

肥料等の在庫台帳には、入庫ごと・出庫ごとの記録がある。記録
から実在庫が確認できる。ただし、計量が困難な肥料等について

は、何らかの方法でその在庫を把握する工夫をしている。

○

『キャベツ専用14-14-14』について
台帳に記載してある数と倉庫在庫数
が一致しなかった

倉庫を整理し、台帳と突合（2/1）
2.5.2 発熱・発火・爆発の恐れがあ

る肥料は適切に保管している
か。

発熱・発火・爆発の恐れがある肥料（硝酸アンモニウム、硝酸カ
リウム、硝酸カルシウム、硫黄粉末、生石灰）を保管している場
合は、肥料の販売店・メーカーに保管方法を確認し、その指導に

従って保管している。

○

2.5.3 肥料が農産物、種苗、梱包
材、農薬などと接触しないよ
うに、また水源を汚染しない
ように保管しているか。

袋詰めの肥料等の保管場所は下記の項目を満たしている。
①覆いがあり、肥料が日光、霜、雨、外部から流入する水の影響

を受けないようにしている。
②きれいに清掃されており、ごみやこぼれた肥料がない。
③肥料等を直接土の上に置いていない。

④農薬入り肥料、石灰窒素は他の肥料等と区別して管理してい
る。

○

2.5.4 堆肥の管理施設は、流出液に
よる水源汚染等を生じないよ
う対策を講じているか。

堆肥の管理施設は、床を不浸透性材料（コンクリート等）で作
り、風雨を防ぐ覆いや側壁を設けるなどにより、流出液による水

源汚染及び原料の家畜糞や製造途中の堆肥と完成した堆肥との接
触を防いでいる。

○

2.6　肥料の
適正利用

2.6.1 肥料成分を把握しているか。 ①購入した肥料はその成分がわかる文書を保管している。

②自家製堆肥等、成分表がないものについては、検査機関による
分析または書籍等により標準的な成分量を把握している。

○

『牛ふん堆肥』について成分が分か
るものを保管していなかった

島根県たい肥利用マップから、該当
の堆肥の情報を印刷し保管（2/1）

4.5　燃料の
適切な保管

4.5.1 適切に燃料を保管している
か。

①燃料の保管場所は火気厳禁となっている。
②燃料の保管場所には危険物表示がされている。

③燃料の保管は、内容物に適した容器を用いている。ガソリンの
保管は、金属製容器を使用し、静電気による火災を防いでいる。
④燃料の保管場所には、消火設備・消火器が配置されている。

⑤燃料もれがない。また、燃料もれに備えた対策が実施されてい
る。

○

灯油とガソリンを合算すると指定数
量の1/5以上の保管があり、消防への
届出が必要

消防署へ届出（2/5）

経営者による見直し記録
担当責任者

農薬管理責任者
肥料管理責任者

労働安全責任者

経営者

経営者

令和７年２月１０日　　　

農事組合法人○○の里　　

代表理事　美味しまね太郎

指示事項

３．経営環境の変化よ
り

２．生産実績より

１．自己点検の結果よ
り ①肥料と農薬は在庫の管理が甘かったので、倉庫に手書きの使用記録を設けて、その都度

記入する。また、月に1回台帳に在庫状況を記録する。

②燃料は指定数量の1/5以上の保管があるので、消防署に届出を行う。

①キャベツ収穫量が計画比７０%だったのは、定植後の渇水が原因。来年は早期に定植で
きる品種『●●』に転換する。

①高齢で来年廃業するAさんの圃場1haを利用権設定し主食用米を作付けする。

点検実施者 美味しまね太郎

農場名 農事組合法人○○の里

品目 白ネギ　・　キャベツ

令和7年1月30日（木） 13時～16時
自己点検
日時

適合 不適合 該当外 コメント
管理すべきポイント

（注２）※欄に「努力」とある項目は、認証には影響しませんが、積極的に取り組むことが望まれる項目です。

（注１）この基準書は、一般財団法人日本GAP協会発行の「JGAP農場用　管理点と適合基準　青果物2016」を引用し、

項目 適合基準

県産品認証制度を活用しようとする生産者は、常に消費者に安全で安心な農産物を提供することを考えながら、以下
に掲げる認証基準（チェックリスト）に基づく各項目について、まじめに、また正直に取り組むものとする。

【問い合わせ先】 

産地支援課美味しまね・ＧＡＰスタッフ 

TEL：0852-22-6011 

E-Mail；oishimane@pref.shimane.lg.jp 

★美味しまね認証 HP  https://oishimane.com/ 

 

管理すべき項目 1 つ 1

つが適合 or 不適合か

判断します。 

② 

不適合の内容を記録

しましょう。 
（様式は任意のもので可） 

③ 

不適合を改善した記

録を付けましょう。 

④ 

 

⑤ 
農場の仕組みを見直したら、

該当の責任者への指示とその

内容を記録しましょう。 

生産工程管理基準を

もとに自己点検を実

施します。 

① 

mailto:oishimane@pref.shimane.lg.jp
https://oishimane.com/

